
様式第二号の八（第八条の四の五関係）

2024年 6月 24　日

富山県知事

新　田　八　朗 殿

　提出者

住　所

氏　名

電話番号

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

（日本産業規格　Ａ列４番）

　(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

④ 産 業 廃 棄 物 の
一連の処理の工程

別紙の通り
　・別紙－１「製造及び廃棄物発生フロー」
　・別紙－２「産業廃棄物処理フローシート」

（第１面）

③ 従 業 員 数 １６２人（２０２４．３．３１　現在）

産業廃棄物処理計画書

富山県富山市牛島町１５番１号

北陸電力株式会社
　代表取締役社長
　　社長執行役員　　松田　光司

　０７６－４４１－２５１１

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他そ
の処理に関する計画を作成したので、提出します。

富山新港火力発電所

射水市堀江千石１番地

２０２４年４月１日～２０２５年３月３１日

① 事 業 の 種 類 電気業

② 事 業 の 規 模

２０２３年度発電電力実績
富山新港火力発電所　　　　合計：５，９３１ＧＷｈ
富山新港火力発電所　　　　２号：　　４８７ＧＷｈ
富山新港火力発電所石炭１，２号：２，８５４ＧＷｈ
富山新港火力発電所　ＬＮＧ１号：２，５９０ＧＷｈ

事 業 場 の 名 称

事 業 場 の 所 在 地

計 画 期 間



産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

（管理体制図）

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

【前年度（　 年度）実績】

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の分別に関する事項

2023

（第２面）

①現状

産業廃棄物の種類_

排 出 量_

②計画

産業廃棄物の種類_

排 出 量_

①現状

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

(1)分別している産業廃棄物の種類
　 廃油，廃プラ，木くず，金属くず，ガラス陶磁器くず
(2)分別に関する取組
　 自社が排出する産業廃棄物は，産業廃棄物集積場で産業廃棄物と再
　 生利用可能なものに分別し，保管している。また，協力会社や工事
　 関係者に対して分別，回収の周知徹底を図っている。

②計画

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

・一般廃棄物の処理処分
・一般廃棄物集積場の維持管理
・一般廃棄物処理処分委託契約の締結
・産業廃棄物の処理処分（石炭灰，重原油灰，排水汚泥）

・産業廃棄物処理施設の維持管理
・廃棄物に関する記録，報告，諸届
・廃棄物に関する業務取りまとめ
・夜間，休日における産業廃棄物処理施設の監視
・工事に関する産業廃棄物の処理処分
・廃棄物集積場の維持・管理
・産業廃棄物処理施設の保守

(1)今後分別する予定の産業廃棄物の種類
　 廃油，廃プラ，木くず，金属くず，ガラス陶磁器くず
(2)分別に関する取組
　 自社が排出する産業廃棄物について，継続して産業廃棄物集積場で
　 産業廃棄物と再生利用可能なものに分別・保管する。また，協力会
　 社や工事関係者に対して分別，回収の周知徹底を継続する。

火力発電所長

廃棄物処理

責任者

技術管理者

特別管理産業廃棄物

管理責任者

業務課

発電環境課

工事担当課
（工事課・技術課）

（管理担当課）

（担当業務）

別紙－３のとおり

別紙－３のとおり



自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

【前年度（　 年度）実績】

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度（　 年度）実績】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

2023

2023

16,000 9,000

・石炭灰の排出抑制対策を実施するとともに，リサイクルおよび
　土地造成等の再生利用拡大に継続して取組む。

（第３面）

①現状

産業廃棄物の種類_ ばいじん 燃え殻

自ら再生利用を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

1,610 8,081

・土地造成のため石炭灰を灰処分場に埋め立てた。

産業廃棄物の種類_ ― ―

自 ら 熱 回 収 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

― ―

自ら中間処理により減量する
産 業 廃 棄 物 の 量 ―

①現状

産業廃棄物の種類_ ―

自ら熱回収を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

― ―

自ら中間処理により減量した
産 業 廃 棄 物 の 量 ― ―

―

②計画

産業廃棄物の種類_ ばいじん 燃え殻

自ら再生利用を行う
産 業 廃 棄 物 の 量

―
②計画



自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

【前年度（　 年度）実績】

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度（　 年度）実績】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

2023

2023

産 業 廃 棄 物 の 種 類 ― ―

自 ら 埋 立 処 分 又 は
海洋投入処分を行う
産 業 廃 棄 物 の 量

― ―

（第４面）

①現状

産業廃棄物の種類_ ― ―

自 ら 埋 立 処 分 又 は
海洋投入処分を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

― ―

②計画

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

①現状

産業廃棄物の種類_

全 処 理 委 託 量_

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量

再生利用業者への
処 理 委 託 量

認定熱回収業者への
処 理 委 託 量

別紙－４のとおり



【目標】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

認定熱回収業者への
処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

（第５面）

②計画

産業廃棄物の種類_

全 処 理 委 託 量_

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量

再生利用業者への
処 理 委 託 量

※事務処理欄

別紙－４のとおり



（第６面）
備考
　１　前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。
　
　２　当該年度の６月30日までに提出すること。
　
　３　「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入するこ
     と。

　　(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。
　　(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請
　　　完成工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ
　　　事業規模が分かるような前年度の実績を記入すること。
　　(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するま
　　　での一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。
　
　４　「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中
　　間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間
　　処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。
　
　５　「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量
　　を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行
　　令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収
　　施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）であ
　　る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者へ
　　の焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。
　
　６　それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと
　　おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の
　　種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入
　　すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないとき
　　は、「―」を記入すること。

　７　※欄は記入しないこと。



別紙－１(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

製造及び廃棄物発生フロー 

 

煙突 

重原油 

蒸気タービン 発電機 

復水器 

ボイラー 

取水口 

放水口 

電気 

※ 排煙 
脱硝装置  

電 気 
集塵器 

ばいじん 

海水 

※２号機のみ 

富山新港火力発電所 １,２号機 

煙突 

石 炭 

発電機 

復水器 

取水口 

放水口 

電気 

排煙脱硝 
装 置 

ばいじん 

燃え殻 

海水 

富山新港火力発電所 石炭１,２号機 

排ｶﾞｽ 

排ｶﾞｽ 

汚 泥 

蒸気タービン 

排煙脱硫 
装  置 

電 気 
集塵器 

ボイラー 

富山新港火力発電所 ＬＮＧ１号機 

取水口 

電気 

ガスタービン 

蒸気 

復水器 

海水 

放水口 

排煙脱硝 
装 置  

排ｶﾞｽ 

煙突 

蒸気タービン 

発電機 

ＬＮＧ 

排熱回収 
ボイラー 

富山新港火力発電所 ２号機（ＬＮＧ燃焼） 

煙突 

ＬＮＧ 

蒸気タービン 発電機 

復水器 

ボイラー 

取水口 

放水口 

電気 

排煙 
脱硝装置  

電 気 
集塵器 

海水 

排ｶﾞｽ 

ＬＮＧ燃焼の場合「ばいじん」は発生しない 

※ １号機 休止中 



別紙－１(2) 

 

 

富山新港火力発電所 

 

製造及び廃棄物発生フロー 

 

 

設備の点検補修 

汚 

泥 

廃 

油 

廃
プラスチック

 
金
属
く
ず 

く
ず
お
よ
び
陶
磁
器
く
ず 

ガ
ラ
ス
くず、

コンクリート

 
 

が
れ
き
類 

滞留槽 総合排水処理装置 
（凝集沈殿） 

汚 

泥 

排水 

木
く
ず 

燃
え
殻 

脱水機 

廃
ア
ル
カ
リ 

 



発生源 廃棄物 処　理
　　廃棄物処理の流れ 委託処理部分の範囲

焼成 セメント原料

石炭燃焼工程 　ばいじん 固化混合 再生砕石原料

埋立処分(管理型)

埋立処分(管理型)

　ばいじん 焼成 セメント原料

混練 セメント原料

混合 燃料化

石炭燃焼工程 　燃え殻 焼成 セメント原料

埋立処分(管理型)

埋立処分(管理型)

埋立処分(管理型) （自社）

設備点検補修 　燃え殻 ｺﾝｸﾘｰﾄ固化施設 固化物 埋立処分(管理型)

排水処理工程 　汚泥 ｺﾝｸﾘｰﾄ固化施設 固化物 埋立処分(管理型)

固化混合 再生砕石原料

石炭燃焼工程 　汚泥 ｺﾝｸﾘｰﾄ固化施設 固化物 埋立処分(管理型)

　汚泥 ｺﾝｸﾘｰﾄ固化施設 固化物 埋立処分(管理型)

焼却施設 燃え殻(残さ) 埋立処分(管理型)

焼却施設(熱回収) 燃え殻(残さ) 埋立処分(管理型)

埋立処分(管理型)

　がれき類 破砕・選別施設 破砕物 埋立処分(管理型)

埋立処分(管理型)

　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 破砕・選別施設 破砕物 埋立処分(管理型)

設備点検補修 原材料化

破砕・選別施設 燃料化

埋立処分(管理型)

　廃油 焼却施設 燃え殻(残さ) 埋立処分(管理型)

焼却施設(熱回収) 燃え殻(残さ) 埋立処分(管理型)

油水分離 再資源化

破砕・選別施設 破砕物 埋立処分(管理型)

破砕・選別施設 原材料化

　木くず 破砕・選別施設 原材料化

炭化 再資源化

　金属くず 破砕・選別施設 原材料化

　廃アルカリ 焼却施設 燃え殻(残さ) 埋立処分(管理型)

産業廃棄物処理フローシート

別紙－２

（自社）

（自社）

重原油
燃焼工程

ガラスくず、コン
クリートくずおよ
び陶磁器くず



別紙－３
産業廃棄物の排出の抑制に関する事項（第２面）

産業廃棄物の種類 ばいじん 燃え殻 汚泥 廃油 廃プラスチック類 木くず 金属くず
ガラス

コンクリート
陶磁器くず

がれき類 廃アルカリ

これまでに
実施した取組

・ボイラの最
適燃焼管理の
継続および低
灰分炭の消費
量拡大によ
り，燃焼灰の
発生抑制に努
めている。

・ボイラの最
適燃焼管理の
継続および低
灰分炭の消費
量拡大によ
り，燃焼灰の
発生抑制に努
めている。

・排水処理装
置の運転調整
により，排出
量の抑制に努
めている。

・分別によ
り，有償物と
して回収する
ことで，排出
量の抑制に努
めている。

・耐久性の高
い製品を利用
することで，
排出量の抑制
に努めてい
る。

・工事内容を
見直すことに
より，排出量
の抑制に努め
ている。

・分別によ
り，有償物と
して回収する
ことで，排出
量の抑制に努
めている。

・工事内容を
見直すこと
で，排出量の
抑制に努めて
いる。

・工事内容の
見直しによ
り，排出量の
抑制に努めて
いる。

・工事内容の
見直しによ
り，排出量の
抑制に努めて
いる。

産業廃棄物の種類 ばいじん 燃え殻 汚泥 廃油 廃プラスチック類 木くず 金属くず
ガラス

コンクリート
陶磁器くず

がれき類 廃アルカリ

今後実施する
予定の取組

・ボイラの最
適燃焼管理お
よび低灰分炭
の消費量拡大
を継続するこ
とで，燃焼灰
の発生抑制に
努める。

・ボイラの最
適燃焼管理お
よび低灰分炭
の消費量拡大
を継続するこ
とで，燃焼灰
の発生抑制に
努める。

・排水処理装
置の運転調整
により，継続
的に排出量の
抑制に努め
る。

・分別によ
り，有償物と
しての回収を
継続すること
で，排出量の
抑制に努め
る。

・耐久性の高
い製品を継続
利用すること
で，排出量の
抑制に努め
る。

・工事内容を
見直すことに
より，継続的
に排出量の抑
制に努める。

・分別による
有償物として
の回収を継続
することで，
排出量の抑制
に努める。

・工事内容を
見直すことに
より，継続的
に排出量の抑
制に努める。

・工事内容の
見直しによ
り，継続的に
排出量の抑制
に努める。

・工事内容の
見直しによ
り，継続的に
排出量の抑制
に努める。

5 ｔ

1,755 ｔ

【目標】

6 ｔ 3 ｔ

91,000 ｔ 10,000 ｔ 1,800 ｔ 20 ｔ 45 ｔ 10 ｔ 10 ｔ

9,276 ｔ 24 ｔ 40 ｔ 1 ｔ 11 ｔ 57 ｔ

45 ｔ 130 ｔ

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

②計画

①現状

【前年度（2023年度）実績】

排　出　量

排　出　量

99,649 ｔ



別紙－４
産業廃棄物の処理の委託に関する事項（第４・５面）

全処理委託量 98,038 ｔ 1,195 ｔ 1,755 ｔ 24 ｔ 40 ｔ 1 ｔ 11 ｔ 57 ｔ 6 ｔ 3 ｔ

優良認定処理業者への
処理委託量

32,751 ｔ 0 ｔ 162 ｔ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ 11 ｔ 1 ｔ 0 ｔ 0 ｔ

再生利用業者への
処理委託量

67,728 ｔ 1,156 ｔ 1,359 ｔ 0 ｔ 0 ｔ 1 ｔ 11 ｔ 24 ｔ 0 ｔ 0 ｔ

認定熱回収業者への
処理委託量

0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処理委託量

0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ

・セメント原料
および再生路盤
材原料(富山県リ
サイクル認定製
品)として再生利
用に努めてい
る。

・セメント原料
として再生利用
に努めている。

・再生利用業者
の要望に沿い，
排水処理装置の
運転調整を実
施。再生利用量
の増量に努めて
いる。

・産業廃棄物の
分別を徹底し，
最終処分量の低
減に努めてい
る。

・産業廃棄物の
分別を徹底し，
再生利用量の増
量に努めてい
る。

・産業廃棄物の
分別を徹底し，
全量を再生利用
として回収して
いる。

・産業廃棄物の
分別を徹底し，
全量を再生利用
として回収して
いる。

・産業廃棄物の
分別を徹底し，
最終処分量の低
減に努めてい
る。

・工事内容の見
直しにより，継
続的に排出量の
抑制に努めてい
る。

・工事内容の見
直しにより，継
続的に排出量の
抑制に努めてい
る。

全処理委託量 75,000 ｔ 1,000 ｔ 1,800 ｔ 20 ｔ 45 ｔ 10 ｔ 10 ｔ 45 ｔ 130 ｔ 5 ｔ

優良認定処理業者への
処理委託量

47,000 ｔ 10 ｔ 200 ｔ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ 10 ｔ 5 ｔ 0 ｔ 0 ｔ

再生利用業者への
処理委託量

50,000 ｔ 1,000 ｔ 1,500 ｔ 0 ｔ 5 ｔ 10 ｔ 10 ｔ 20 ｔ 0 ｔ 0 ｔ

認定熱回収業者への
処理委託量

0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処理委託量

0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ

・再生利用に努
めるとともに，
石炭灰供給力確
保，品質向上等
を，再生利用拡
大に向けて継続
的に取り組む。

・セメント原料
での再生利用拡
大を検討する。

・再生利用業者
の要望に沿い，
排水処理装置の
運転調整を実
施。再生利用量
の増量に努め
る。

・産業廃棄物の
分別を徹底し，
最終処分量の低
減を継続する。

・産業廃棄物の
分別を徹底し，
再生利用量の増
量を継続する。

・産業廃棄物の
分別を徹底し，
再生利用の全量
回収を継続す
る。

・産業廃棄物の
分別を徹底し，
再生利用の全量
回収を継続す
る。

・産業廃棄物の
分別を徹底し，
最終処分量の低
減を継続する。

・工事内容を見
直すことで，最
終処分量の低減
に努める。

・工事内容を見
直すことで，最
終処分量の低減
に努める。

がれき類

がれき類
ガラス

コンクリート
陶磁器くず

廃アルカリ

金属くず
ガラス

コンクリート
陶磁器くず

廃アルカリ

金属くずばいじん 燃え殻 汚泥 廃油 廃プラスチック類 木くず

ばいじん 燃え殻 汚泥 廃油 廃プラスチック類 木くず

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

②計画

①現状

【前年度（2023年度）実績】

産業廃棄物の種類

産業廃棄物の種類

これまでに
実施した取組

今後実施する
予定の取組

【目標】


